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議案第２８号  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定につい

て  

 上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

平成２３年４月２２日  

上尾市教育委員会教育長   岡  野  栄  二  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「職員」を「新たに職員となった者」に、「条例」を「学校職員

の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年上尾市条例第２４号）」に改める。  

第１０条第２項中「条例第１４条に規定する病気休暇又は」を削り、「第

２号様式の２の２」を「第２号様式の３」に改め、同条第３項を次のように

改める。  

３  職員が、条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けよう

とするときは、病気休暇簿（第２号様式の４）をもって、校長にあっては

教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければなら

ない。  

第１０条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、同条第６項中「第

２号様式の３」を「第２号様式の６」に改め、同項を同条第７項とし、同条

第５項中「第２号様式の２の３」を「第２号様式の５」に改め、同項を同条

第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加

える。  

４  職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規

定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかに

する証明書類を添えなければならない。  

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該期間における週休日、時間

外勤務代休時間全指定日（勤務時間等規則第１０条第１項に規定する時

間外勤務代休時間全指定日をいう。）、学校職員の休日及び学校職員の
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休日の代休日以外の日（以下この項において「要勤務日」という。）の

日数が３日以下であるものを除く。）  

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前１月間における病気休暇を使用し

た日（要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５

日以上である場合における当該請求に係る病気休暇  

第１７条の６の次に次の５条を加える。  

（修学部分休業の承認申請）  

第１７条の７  職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６

条の２第１項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするとき

は、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の１月前

までに、修学部分休業承認申請書（第７号様式の１０）を教育委員会に提

出しなければならない。  

２  教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請

の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができ

る。  

（修学状況変更届）  

第１７条の８  修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教

育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届

（第７号様式の１１）を教育委員会に提出しなければならない。  

２  前条第２項の規定は、前項に規定する届出について準用する。  

（修学部分休業取消申請書）  

第１７条の９  修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学

部分休業の期間の一部について取消しを申請しようとするときは、あらか

じめ修学部分休業取消申請書（第７号様式の１２）を教育委員会に提出し

なければならない。  

（自己啓発等休業の承認申請）  

第１７条の１０  職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２３年

埼玉県条例第１０号。以下この条及び次条において「自己啓発等休業条

例」という。）第２条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしよう

とするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる
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日の１月前までに、自己啓発等休業条例第７条第１項の規定により自己啓

発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を

受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の１月前までに、自己啓発

等休業承認申請書（第７号様式の１３）を教育委員会に提出しなければな

らない。  

２  教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申

請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることがで

きる。  

（自己啓発等休業状況報告書）  

第１７条の１１  職員は、自己啓発等休業条例第９条第１項の規定により大

学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、

自己啓発等休業状況報告書（第７号様式の１４）を教育委員会に提出しな

ければならない。  

２  前条第２項の規定は、前項に規定する報告について準用する。  

第２２条第１項中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削る。  

第２号様式の３を第２号様式の６とする。  

第２号様式の２の３を第２号様式の５とする。  

第２号様式の２の２を第２号様式の３とし、同様式の次に次の１様式を加

える。  
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 第７号様式の２を次のように改める。  
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第７号様式の２（第１７条の２関係）  
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 第７号様式の９の次に次の５様式を加える。  
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第７号様式の１０（第１７条の７関係）  

 



 

－９－ 

第７号様式の１１（第１７条の８関係）  
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第７号様式の１２（第１７条の９関係）  
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第７号様式の１３（第１７条の１０関係）  
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第７号様式の１４（第１７条の１１関係）  
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   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員の病気休暇の手続につ

いて、県立高等学校及び中学校の教職員の制度に準じて、所要の改正を行

うとともに、修学部分休業及び自己啓発等休業の制度の創設に伴い、承認

申請等に関する規定を整備し、様式を追加したいので、この案を提案する。  


